
                         令和 5年度
「女性に対する暴力をなくす運動のつどい」

                  パネル展
 女性に対する暴力根絶の
 ためのシンボルマーク

一時保育あり

主　催：東大阪市立男女共同参画センター・イコーラム　
指定管理者：ドーン財団（一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団）

期 間

場 所

令和５年１１月１２日（日）～２５日（土）

東大阪市立男女共同参画センター・イコーラムギャラリー

＊いこう！らむカレッジ「短歌講座」にて
　作成した作品の展示
＊女性に対する暴力防止のパネルの展示
＊パッチワークキルトの展示
　（平成 23 年度表現講座の作品）

＊NPO法人シスターフッド大阪の展示
＊「パープルツリー」の設置

　　　　　ギャラリー展示

11 月 12 日（日）～ 25 日（土）

　　　　　　情報資料室展示

11 月 1 日（火）～ 29 日（火）

　
　ＤＶ　( ドメスティック・バイオレンス）とは、　
　　　配偶者や恋人など親密な関係にある相手を　

　　　自分の思うとおりに支配するた めに、　　　

　　　行われる虐待行為のことです。　

女性に対する暴力が無くなることを願って、

ツリーにパープルリボンをかけましょう！

毎年 11月 12日から 25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

イコーラムでは、女性に対する暴力根絶運動のシンボルであるパープルリボンをテーマに

した啓発活動を行います。ぜひお越しください。

＊DVに関する図書・DVDの展示、貸出

一時保育：1歳半～就学前幼児　　　　　

　　　　　定員 10 人　ひとり 200 円

　　　　　来館日の 1週間前迄に要申込

どなたでも

観覧無料




